
【参考法律】 

〇個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57号）【抜粋】 

(定義) 

第2 条（抜粋）この法律において「個人情報」とは，生存する個人に関する情報であって，次の各号の

いずれかに該当するものをいう。 

(1) 当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等（文書，図画若しくは電磁的記録（電磁的方

式（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項

第 2号において同じ。）で作られる記録をいう。以下同じ。）に記載され，若しくは記録され，又は

音声，動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）

により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ，それによ

り特定の個人を識別することができることとなるものを含む。） 

(2) 個人識別符号が含まれるもの 

2 この法律において「個人識別符号」とは，次の各号のいずれかに該当する文字，番号，記号その他の

符号のうち，政令で定めるものをいう。 

(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字，番号，記号その

他の符号であって，当該特定の個人を識別することができるもの 

(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ，又は個

人に発行されるカードその他の書類に記載され，若しくは電磁的方式により記録された文字，番号，

記号その他の符号であって，その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとな

るように割り当てられ，又は記載され，若しくは記録されることにより，特定の利用者若しくは購

入者又は発行を受ける者を識別することができるもの 

（省略） 

11 この法律において「行政機関等」とは，次に掲げる機関をいう。 

(1) 行政機関 

(2) 地方公共団体の機関（議会を除く。次章，第 3章及び第 69条第2項第 3号を除き，以下同じ。） 

(3) 独立行政法人等（別表第 2に掲げる法人を除く。第 16条第2項第 3号，第 63条，第 78条第1 項

第 7 号イ及びロ，第 89 条第 4項から第6 項まで，第 119条第 5項から第 7項まで並びに第 125条

第 2項において同じ。） 

(4) 地方独立行政法人（地方独立行政法人法第 21 条第 1 号に掲げる業務を主たる目的とするもの又

は同条第 2 号若しくは第 3 号（チに係る部分に限る。）に掲げる業務を目的とするものを除く。第

16 条第2 項第4号，第 63条，第78 条第 1項第 7号イ及びロ，第 89 条第7 項から第 9項まで，第

119 条第8項から第10項まで並びに第 125 条第2項において同じ。） 

第60条（抜粋） この章及び第8章において「保有個人情報」とは，行政機関等の職員（独立行政法人

等及び地方独立行政法人にあっては，その役員を含む。以下この章及び第8 章において同じ。）が職務

上作成し，又は取得した個人情報であって，当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして，

当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし，行政文書（行政機関の保有する情報の公開に関

する法律（平成 11 年法律第 42号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。）第2条第 2

項に規定する行政文書をいう。），法人文書（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平

成13年法律第140号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。）第 2条第2 項に

規定する法人文書（同項第4 号に掲げるものを含む。）をいう。）又は地方公共団体等行政文書（地方

公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が職務上作成し，又は取得した文書，図画及び電磁的記

録であって，当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が組織的に用いるものとして，当

該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有しているもの（行政機関情報公開法第 2条第2 項

各号に掲げるものに相当するものとして政令で定めるものを除く。）をいう。）（以下この章において

「行政文書等」という。）に記録されているものに限る。 

2 この章及び第8 章において「個人情報ファイル」とは，保有個人情報を含む情報の集合物であって，

次に掲げるものをいう。 

(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することがで

きるように体系的に構成したもの 

(2) 前号に掲げるもののほか，一定の事務の目的を達成するために氏名，生年月日，その他の記述等

により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 



（省略） 

 (安全管理措置) 

第66条 行政機関の長等は，保有個人情報の漏えい，滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全

管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

2 前項の規定は，次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いに

ついて準用する。 

(1) 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務 

(2) 指定管理者（地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第244条の2 第3項に規定する指定管理者を

いう。） 公の施設（同法第244条第1 項に規定する公の施設をいう。）の管理の業務 

(3) 第 58条第1項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの 

(4) 第 58条第2項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う業務であって政令

で定めるもの 

(5) 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託（2 以上の段階にわたる委託を含む。）を受け

た者 当該委託を受けた業務 

(従事者の義務) 

第67条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者，前条第 2項各号に定

める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事

している派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭

和60年法律第88号）第2 条第 2号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び第176条において

同じ。）若しくは従事していた派遣労働者は，その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他

人に知らせ，又は不当な目的に利用してはならない。 

第8章 罰則 

第 176 条 行政機関等の職員若しくは職員であった者，第 66 条第 2 項各号に定める業務若しくは第 73

条第 5項若しくは第 121条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は

行政機関等において個人情報，仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働

者若しくは従事していた派遣労働者が，正当な理由がないのに，個人の秘密に属する事項が記録され

た第 60 条第 2 項第 1 号に係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを

含む。）を提供したときは，2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。 

第 180 条 第 176 条に規定する者が，その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の

不正な利益を図る目的で提供し，又は盗用したときは，1 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金に処

する。 

 

〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25 年法律第 27 号）

【抜粋】 

（定義） 

第2条 （抜粋） 

9 この法律において「特定個人情報」とは，個人番号（個人番号に対応し，当該個人番号に代わって用

いられる番号，記号その他の符号であって，住民票コード以外のものを含む。第 7 条第 1 項及び第 2

項，第 8条並びに第 48条並びに附則第3 条第 1項から第3項まで及び第 5項を除き，以下同じ。）を

その内容に含む個人情報をいう。 


